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松第 97 号

令和 6年 4月 15日

大井町長 小田 員一 様

松田町長 本山

(公 印 省

博幸

略 )

足柄広域新モビリティサービス推進協議会委員への就任について (依頼)

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

当町の交通行政につきましては、 日ごろ格別の御理解 と御協力をいただき厚

くお礼申し上げます。

さて、当町の設置する松田町地域公共交通会議においては、地域公共交通の活

性化及び再生に関する法律第 36条の 4第 1項の規定に基づく協議会 として、足

柄広域新モ ビリティサービス推進協議会を設置 し、足柄地域における新モ ビリ

ティサービスの実施に向けた取組みや新たな交通施策等について、協議をお願

いしてお ります。

つきましては、貴町の交通政策の主管課長に委員を依頼 したいと存 じますの

で、御承認 くださるようお願いいたします。

事務担当は、

政策推進課経営戦略係 鍵和田・鎌田

電話 0465-83-1222(直 通 )

FIA X  0465-83-1229

メール  kikakuOtown。 lmatsuda.kanagawa.jp
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